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議案第５６号 

  

   令和７年度三豊市一般会計補正予算（第２号） 

  

 地方自治法第２１８条第１項の規定により、令和７年度三豊市一般会計補正予算（第２

号）を別冊のとおり提出する。 

  

  

  令和７年６月９日提出 

  

                            三豊市長 山下 昭史   
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議案第５７号 

  

   令和７年度三豊市国民健康保険診療所事業特別会計補正予算（第１号） 

  

 地方自治法第２１８条第１項の規定により、令和７年度三豊市国民健康保険診療所事業

特別会計補正予算（第１号）を別冊のとおり提出する。  

  

  

  令和７年６月９日提出 

  

                            三豊市長 山下 昭史   
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議案第５８号 

  

   令和７年度三豊市介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

  

 地方自治法第２１８条第１項の規定により、令和７年度三豊市介護保険事業特別会計補

正予算（第２号）を別冊のとおり提出する。  

  

  

  令和７年６月９日提出 

  

                            三豊市長 山下 昭史   
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議案第５９号  

  

   令和７年度三豊市介護サービス事業特別会計補正予算（第２号）  

  

 地方自治法第２１８条第１項の規定により、令和７年度三豊市介護サービス事業特別会

計補正予算（第２号）を別冊のとおり提出する。 

  

  

  令和７年６月９日提出  

  

                            三豊市長 山下 昭史   
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議案第６０号  

  

   令和７年度三豊市病院事業会計補正予算（第２号）  

  

 令和７年度三豊市病院事業会計補正予算（第２号）を別冊のとおり提出する。 

  

  

  令和７年６月９日提出  

  

                            三豊市長 山下 昭史   
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議案第６１号 

  

   三豊市桑山財産区管理会条例の制定について 

  

 三豊市桑山財産区管理会条例を次のように定める。 

  

  

  令和７年６月９日提出  

  

                            三豊市長 山下 昭史   
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三豊市条例第 号 

  

   三豊市桑山財産区管理会条例 

  

 （趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第２９６条の４第１項の規定に

基づき、桑山財産区（以下「財産区」という。）の区域の住民の福祉を増進し、財産区

の財産及び従物（以下「財産」という。）の管理並びに権利を永遠に保全するため桑山

財産区管理会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （設置及び組織） 

第２条 財産区に財産区管理会（以下「管理会」という。）を置く。 

２ 管理会は、財産区管理委員（以下「委員」という。）７人をもって組織する。 

 （委員の選任） 

第３条 委員は、財産区の区域内に引き続き３か月以上住所を有する者で三豊市議会（以

下「議会」という。）の議員の被選挙権を有するもののうちから市長が議会の同意を得

て選任する。 

 （失職及び資格決定） 

第４条 委員が被選挙権を有する者でないときは、その職を失う。 

２ 当該委員の被選挙権の有無については、会議に出席した委員の３分の２以上の多数に

より決定する。 

３ 当該委員は、第７条第２項の規定にかかわらず、前項の会議において自己の資格に関

し、弁明することができる。ただし、その採決に加わることはできない。 

 （会長） 

第５条 管理会は、委員の中から会長を互選しなければならない。 

２ 会長は、管理会の会議を主宰し、管理会に関する事務を処理し、管理会を代表する。 

３ 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がそ

の職務を代理する。 

 （招集） 

第６条 管理会は、会長が招集する。 

２ 会長は、３人以上の委員から管理会の招集の請求があるときは、これを招集しなけれ

ばならない。 

 （会議） 

第７条 管理会は、５人以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。 

２ 会長及び委員は、自己又は親族の一身上に関する事件については、その議事に参与す
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ることができない。ただし、管理会の同意を得たときは、会議に出席し発言することが

できる。 

３ 管理会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決する

ところによる。 

 （議事運営） 

第８条 前３条に定めるもののほか、管理会の議事運営に関する事項は、管理会が定める。 

２ 管理会の議事運営については、市議会の例による。 

 （管理会の同意を要する事項） 

第９条 財産区の管理又は処分で管理会の同意を要するものは、次に掲げるものとする。 

 (1) 財産の全部又は一部の処分収益に関する事項 

 (2) 財産の価値又は利用価値を減少する処分 

 (3) 財産の全部又は一部について、その財産の形態を変更する処分 

 (4) 財産の住民に対する使用関係の設定、変更又は廃止に関する事項 

 (5) 重要な管理行為（植林、計画伐採、間伐及び従物の採取）に関する事項 

 (6) 財産の管理計画を定め、又は変更すること。 

 (7) 使用料、加入金、分担金、夫役及び現品に関すること。 

 (8) 植樹、立木、伐採木、間伐木等の売買契約、供給契約又はこれらの作業の請負契

約を締結すること。 

 (9) 財産区の区域外の住民による当該山林の従物の採取に関する事項 

 (10) 毎年度の財産区の収入及び支出並びに決算に関すること。 

 (11) この条例の改廃に関すること。 

 （管理事務の委任） 

第１０条 市長は、財産の管理に関する事務（次項において「管理事務」という。）の全

部を管理会に委任するものとする。 

２ 管理事務とは、当該山林に関する管理行為をいう。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年７月１日から施行する。 

 （豊中町桑山財産区管理会協議の廃止） 

２ 豊中町桑山財産区管理会協議（昭和30年3月31日施行）は、廃止する。 

 （経過措置） 

３ この条例の施行の日の前日までに、豊中町桑山財産区管理会協議の規定によりなされ

た処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみな

す。 
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４ この条例の施行の際現に豊中町桑山財産区管理会協議第３条第１項の規定により選任

された財産区管理委員である者は、この条例第３条の規定により選任されたものとみな

し、その任期は、通算する。 
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議案第６２号 

  

   三豊市比地大財産区管理会条例の制定について 

  

 三豊市比地大財産区管理会条例を次のように定める。 

  

  

  令和７年６月９日提出  

  

                            三豊市長 山下 昭史   
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三豊市条例第 号 

  

   三豊市比地大財産区管理会条例 

  

 （趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第２９６条の４第１項の規定に

基づき、比地大財産区（以下「財産区」という。）の区域の住民の福祉を増進し、財産

区の財産及び従物（以下「財産」という。）の管理並びに権利を永遠に保全するため比

地大財産区管理会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （設置及び組織） 

第２条 財産区に財産区管理会（以下「管理会」という。）を置く。 

２ 管理会は、財産区管理委員（以下「委員」という。）７人をもって組織する。 

 （委員の選任） 

第３条 委員は、財産区の区域内に引き続き３か月以上住所を有する者で三豊市議会（以

下「議会」という。）の議員の被選挙権を有するもののうちから市長が議会の同意を得

て選任する。 

 （失職及び資格決定） 

第４条 委員が被選挙権を有する者でないときは、その職を失う。 

２ 当該委員の被選挙権の有無については、会議に出席した委員の３分の２以上の多数に

より決定する。 

３ 当該委員は、第７条第２項の規定にかかわらず、前項の会議において自己の資格に関

し、弁明することができる。ただし、その採決に加わることはできない。 

 （会長） 

第５条 管理会は、委員の中から会長を互選しなければならない。 

２ 会長は、管理会の会議を主宰し、管理会に関する事務を処理し、管理会を代表する。 

３ 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がそ

の職務を代理する。 

 （招集） 

第６条 管理会は、会長が招集する。 

２ 会長は、３人以上の委員から管理会の招集の請求があるときは、これを招集しなけれ

ばならない。 

 （会議） 

第７条 管理会は、５人以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。 

２ 会長及び委員は、自己又は親族の一身上に関する事件については、その議事に参与す
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ることができない。ただし、管理会の同意を得たときは、会議に出席し発言することが

できる。 

３ 管理会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決する

ところによる。 

 （議事運営） 

第８条 前３条に定めるもののほか、管理会の議事運営に関する事項は、管理会が定める。 

２ 管理会の議事運営については、市議会の例による。 

 （管理会の同意を要する事項） 

第９条 財産区の管理又は処分で管理会の同意を要するものは、次に掲げるものとする。 

 (1) 財産の全部又は一部の処分収益に関する事項 

 (2) 財産の価値又は利用価値を減少する処分 

 (3) 財産の全部又は一部について、その財産の形態を変更する処分 

 (4) 財産の住民に対する使用関係の設定、変更又は廃止に関する事項 

 (5) 重要な管理行為（植林、計画伐採、間伐及び従物の採取）に関する事項 

 (6) 財産の管理計画を定め、又は変更すること。 

 (7) 使用料、加入金、分担金、夫役及び現品に関すること。 

 (8) 植樹、立木、伐採木、間伐木等の売買契約、供給契約又はこれらの作業の請負契

約を締結すること。 

 (9) 財産区の区域外の住民による当該山林の従物の採取に関する事項 

 (10) 毎年度の財産区の収入及び支出並びに決算に関すること。 

 （条例の改正） 

第１０条 この条例を改正しようとするときは、委員全員の同意を要する。 

２ 前項の同意の効力は、管理会が発議し、財産区の区域内に引き続き３か月以上住所を

有する者で議会の議員の被選挙権を有するものの承認を得たときに生じる。この場合に

おいて、当該承認には、管理会が行う投票において有効票の４分の３以上の賛成を必要

とする。 

 （管理事務の委任） 

第１１条 市長は、財産の管理に関する事務（次項において「管理事務」という。）の全

部を管理会に委任するものとする。 

２ 管理事務とは、当該山林に関する管理行為をいう。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年７月１日から施行する。 

 （豊中町比地大財産区管理会協議の廃止） 
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２ 豊中町比地大財産区管理会協議（昭和30年3月31日施行）は、廃止する。 

 （経過措置） 

３ この条例の施行の日の前日までに、豊中町比地大財産区管理会協議の規定によりなさ

れた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみ

なす。 

４ この条例の施行の際現に豊中町比地大財産区管理会協議第３条第１項の規定により選

任された財産区管理委員である者は、この条例第３条の規定により選任されたものとみ

なし、その任期は、通算する。 
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議案第６３号 

  

   財産の取得について（スクールバス） 

  

 次のとおり財産を取得することについて、三豊市議会の議決に付すべき契約及び財産の

取得又は処分に関する条例第３条の規定により、議会の議決を求める。 

  

１ 財 産 の 種 類  動産 

２ 取得する財産  スクールバス（小型マイクロバス） 

３ 数 量  ４台 

４ 契 約 の 方 法  随意契約  

５ 取 得 価 額  ３４，３２０，０００円 

６ 契約の相手方  三豊市高瀬町上麻乙３７７番地１ 

          コンドウ自動車工業株式会社 

          代表取締役 近藤 弘幸 

  

  

  令和７年６月９日提出 

  

                            三豊市長 山下 昭史   
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議案第６４号 

  

   財産の取得について（学習者用コンピュータ等） 

  

 次のとおり財産を取得することについて、三豊市議会の議決に付すべき契約及び財産の

取得又は処分に関する条例第３条の規定により、議会の議決を求める。 

  

１ 財 産 の 種 類  動産  

２ 取得する財産  学習者用コンピュータ等  

３ 内    訳  ２，７３４台  

４ 契 約 の 方 法  随意契約  

５ 取 得 価 額  １４４，３２５，１２６円  

６ 契約の相手方  広島県広島市中区袋町４番２５号  

          株式会社大塚商会 広島支店  

          支店長 真子 健  

  

  

  令和７年６月９日提出 

  

                            三豊市長 山下 昭史   
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